
経済産業省の取組
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特定商取引法における規制

＜完全無料＞

ラブラブ．Ｎｅｔ

２０歳以上の方 次へ

利用規約

㈱スパム商会
Tel 03-0000-0000
kyogi@keizai.uso
東京都南区・・・

ラブラブ.net

利用規約

次へ

意に反して契約
の申込みをさせ
ようとする行為

(14条違反)

12/15  13:48

From:aaa@bbb.co.jp
件名: 素敵な出会い

エッチな女性とラブラブ
に！
http://ddd.co.jp/?eee

会員登録いただき、
ありがとうございます。

登録日12月15日14時

振込先 Ａ銀行・・・
金額 １５万円
期限 登録日から３日

以内

＜利用規約＞
・・・
第33条 当番組は、トップペ
ージの「ラブラブ.net」又

は
「次へ」を選択した時点で
登録となります。

第34条 本番組の入会金

は
5万円、利用料は90日で
10万円です。

・・・

クリック

＜受信メール＞ ＜特商法違反事項＞＜トップページ＞ ＜登録ページ＞ ＜利用規約ページ＞

中には、ＵＲＬをクリックす
るだけで会員登録されて
しまうＷｅｂサイトもある。

虚偽誇大表示
(12条違反)

【通信販売規制に違反したＷｅｂサイトの例】

意に反して契約
の申込みをさせ
ようとする行為

(14条違反)

クリック

クリック

クリック

１．通信販売広告メールの送信に関する規制

①件名欄への「未承諾広告※」の表示義務

②本文最前部への事業者情報の表示義務

③再送信禁止義務（オプト・アウト）

２．通信販売広告に課される規制

①虚偽・誇大広告の禁止（刑事罰の適用あり）

広告（電子メール及びリンク先Ｗｅｂサイト）中で、役務の対価
などについて虚偽・誇大な広告をすることを禁止

②意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止

販売業者等がＷｅｂサイト上で契約の申込みを受ける場合に、
「申込み」となる行為を明示しないこと等を禁止

不当請求にもつながり得るものとしての通信販売広告規制
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特定商取引法に基づく行政処分

平成１５年１０月

特商法違反（表示義務違反：法第１１条）で業者２社を行政処分（指示）

平成１７年６月

特商法違反（表示義務違反：法第１１条）で業者２社に対して行政処分（業務停止命令）

特商法違反（顧客の意に反する申込み：法第１４条）で業者１社に対して行政処分（指示）
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悪質事業者は、

＜フェーズ１＞
無差別かつ大量に迷惑
メールを送信し、

＜フェーズ２＞
迷惑メールで紹介したＷｅｂ
サイトで不当請求を行い、

＜フェーズ３＞
自らが管理する他人名義
の預金口座に振り込ませた
金銭を入手して、

不当な利益を得ている。

悪質事業者は、

＜フェーズ１＞
無差別かつ大量に迷惑
メールを送信し、

＜フェーズ２＞
迷惑メールで紹介したＷｅｂ
サイトで不当請求を行い、

＜フェーズ３＞
自らが管理する他人名義
の預金口座に振り込ませた
金銭を入手して、

不当な利益を得ている。

悪質事業者の手口悪質事業者の手口

送らせず送らせず

調査用の携帯電話及びＰＣを自ら設置して迷惑メールを収集し、

＜対策１＞
広告メールが特定商取引法の表示義務に違反していることを認定す
ることで、ＩＳＰが約款に基づいて迷惑メール送信者を利用停止にする
ことを支援し（総務省と共同実施）、

＜対策２＞
Ｗｅｂサイトの広告表示が特定商取引法に違反していることを認定す
ることで、ＩＳＰが約款に基づいてＷｅｂサイトを削除することを支援し、

＜対策３＞
不正預金口座情報の提供先の金融機関が本人確認を実施すること
によって、金融機関が不正預金口座の凍結等を措置するのを促進す
ることにより、

迷惑メールの追放を図る。

調査用の携帯電話及びＰＣを自ら設置して迷惑メールを収集し、

＜対策１＞
広告メールが特定商取引法の表示義務に違反していることを認定す
ることで、ＩＳＰが約款に基づいて迷惑メール送信者を利用停止にする
ことを支援し（総務省と共同実施）、

＜対策２＞
Ｗｅｂサイトの広告表示が特定商取引法に違反していることを認定す
ることで、ＩＳＰが約款に基づいてＷｅｂサイトを削除することを支援し、

＜対策３＞
不正預金口座情報の提供先の金融機関が本人確認を実施すること
によって、金融機関が不正預金口座の凍結等を措置するのを促進す
ることにより、

迷惑メールの追放を図る。

「迷惑メール追放支援プロジェクト」の概要「迷惑メール追放支援プロジェクト」の概要

不当請求
させず

不当請求
させず

引き出
させず

引き出
させず

・平成１７年２月より、総務省と連携して迷惑メール送信を行う悪質事業者の各フェーズに対
応した総合的な対策を講じることにより、迷惑メールの追放を図っている。平成１７年１１月
末現在のＩＳＰへの通知数は１２，７４０件（うちＷｅｂサイト違反：１，４３８件、メール違反：１１，
３０２件）。

迷惑メール追放支援プロジェクト
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迷惑メールの現状（受信状況）

＜携帯電話＞ ＜PC＞

出典） 経済産業省アンケート調査

・この３年間で携帯電話における迷惑メール受信数は減少した。
・一方、ＰＣにおける迷惑メール受信数は増加を続けている。
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違反事例の公表

・多くの不当請求等Ｗｅｂサイトは特商法に違反。

・違反事例を経済産業省のサイト上で公表（随時事例を追加）し、注意喚起を行う。

ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusyuu/meiwakumail-02.htm

現在公表されている事例については、末尾の（参考）を参照。

・東京都等が、「架空請求メール都民通報制度」で得られた事案のうち、上記事例に該当
するサイトの情報をＩＳＰに提供し、違法Ｗｅｂサイトの削除等を促進する。
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12/15  13:48

From:aaa@example.jp
件名: 素敵な出会い

エッチな女性とラブラブに！

日本有数の出会い系サイト

http://example.jp/?eee

会員登録いただき、
ありがとうございます。

登録日12月15日14時

振込先 Ａ銀行・・・
金額 １５万円
期限 登録日から３日以内

＜利用規約＞
・・・
第33条 当番組は、電子メ

ール中のＵＲＬをクリックし
た時点で登録となります。

第34条 本番組の入会金は
5万円、利用料は90日で
10万円です。

・・・

＜登録ページ＞ ＜利用規約ページ＞

特定商取引法の通信販売規制に違反する事例 １
いわゆるワンクリック詐欺 ①

利用規約

クリック
クリック

受信メール
（ＳＭＳも含む）

＞＜

リンク先のＷｅｂサイト（ページ）に接続したら、いきなり有料サイトへの入会申
込みとして処理されて支払い請求を受けた場合

◎上記のようなＷｅｂサイトは特定商取引法に違反しています。

（ポイント）
１．出会い系サイトやアダルトサイトなどの広告であって、商品の代金や役務の対価が請求されている場合には、特定商取引法
の規制対象となります。

２．リンク先のＷｅｂサイト（ページ）に接続したら、いきなり有料サイトへの入会申込みとして処理されて支払い請求を受けた場合、
そのＷｅｂサイトは特定商取引法第１４条（意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止）に違反しています。

３．具体的には、以下の２点を満たしていない場合には、特定商取引法違反となります。
①入会となる行為を入会申し込みの操作時に明示していること
（利用規約に書いてあるだけでは事前に明示したことにはなりません）

②消費者が申込内容を確認し及び訂正できるようにしていること

（参考）
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特定商取引法の通信販売規制に違反する事例 ２
いわゆるワンクリック詐欺 ②

会員登録いただき、
ありがとうございます。

登録日12月15日14時

振込先 Ａ銀行・・・
金額 １５万円
期限 登録日から３日以内

＜利用規約＞
・・・

第33条 当番組は、トップペ
ージの「ラブラブ.net」又は

「次へ」をクリックした時点
で登録となります。

第34条 本番組の入会金は
5万円、利用料は90日で
10万円です。

・・・

＜登録ページ＞ ＜利用規約ページ＞

Ｗｅｂサイト中のあるボタン・画像をクリックしただけで、いきなり有料サイトへの
入会申込みとして処理されて支払い請求を受けた場合

クリック

ラブラブ．Ｎｅｔ

２０歳以上の方 次へ

利用規約

㈱スパム商会
kyogi@example.jp
東京都南区・・・

ラブラブ.net

利用規約

次へ

＜トップページ＞

クリック

クリック

◎上記のようなＷｅｂサイトは特定商取引法に違反しています。

（ポイント）
１．出会い系サイトやアダルトサイトなどの広告であって、商品の代金や役務の対価が請求されている場合には、特定商取引法
の規制対象となります。

２．Ｗｅｂサイト中のあるボタン・画像をクリックしたら、いきなり有料サイトへの入会申込みとして処理されて支払い請求を受けた
場合、そのＷｅｂサイトは特定商取引法第１４条（意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止）に違反しています。

３．具体的には、以下の２点を満たしていない場合には、特定商取引法違反となります。
①入会となる行為を入会申し込みの操作時に明示していること
（利用規約に書いてあるだけでは事前に明示したことにはなりません）

②消費者が申込内容を確認し及び訂正できるようにしていること
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特定商取引法の通信販売規制に違反する事例 ３
虚偽誇大広告 ①

＜利用規約＞
・・・

第33条 当番組は、トップペ
ージの「ラブラブ.net」又は

「次へ」をクリックした時点
で登録となります。

第34条 本番組の入会金は
5万円、利用料は90日で
10万円です。

・・・

＜利用規約ページ＞

Ｗｅｂサイトのトップページでは「無料」と記載されているにもかかわらず、利用
規約ページには有料と記載されている場合

クリック

完全無料！

ラブラブ．Ｎｅｔ

利用規約

㈱スパム商会
kyogi@example.jp
東京都南区・・・

ラブラブ.net

利用規約

＜トップページ＞

クリック

◎上記のようなＷｅｂサイトは特定商取引法に違反しています。

（ポイント）
１．出会い系サイトやアダルトサイトなどの広告であって、商品の代金や役務の対価が請求されている場合には、特定商取引法
の規制対象となります。

２．Ｗｅｂサイト又は電子メールの本文の中に、商品代金又は役務の対価が「無料」と表示されているにもかかわらず、利用規約
等に商品代金又は役務の対価が有料と記載されている場合、そのＷｅｂサイトは特定商取引法第１２条（誇大広告等の禁止）
に違反しています。

３．なお、役務の対価には、入会金や利用料のみならず、退会金や一定期間当該サイトを利用しないことにより発生する違約金
も含みます。
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◎上記のようなＷｅｂサイトは特定商取引法に違反しています。

（ポイント）
１．出会い系サイトやアダルトサイトなどの広告であって、商品の代金や役務の対価が請求されている場合には、特定商取引法の規制対
象となります。

２．あるＷｅｂサイト（サイトＡ）に入会申込みをした際に、自動的に他の有料Ｗｅｂサイト（サイトＢ）にも入会申込みをしたと処理されて支払
い請求を受けた場合、サイトＡは特定商取引法第１４条（意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止）に違反しています。

３．具体的には、以下の２点を満たしていない場合には、特定商取引法違反となります。
①サイトＡに入会申込みをすると、自動的にサイトＢにも入会申込みとなることを入会申込みの操作時に明示していること
（利用規約に書いてあるだけでは入会申込みの操作時に明示したことにはなりません）

②消費者がサイトＡ及びサイトＢにも入会申込みをすることを確認し及び訂正できるようにしていること

入会ありがとうございます。

当番組の利用料は
月額３００円（注）です。

特定商取引法の通信販売規制に違反する事例 ４
提携有料サイト ①

＜利用規約＞
・・・

第33条 当番組への入会と同
時に「ドキドキ.net」にも入会
するものとします。

第34条 「ドキドキ.net」の利用
に際しては、30日で5万円の

利用料が発生します。
･･･

＜利用規約ページ＞

あるＷｅｂサイトに入会申込みをしたところ、自動的に他の有料Ｗｅｂサイトにも
入会申込みをしたと処理されて不当な支払い請求を受けた場合

クリック

㈱スパム商会
kyogi@example.jp
東京都南区・・・

ラブラブ.net
入会ボタン

利用規約

＜トップページ＞

クリック

＜登録ページ＞

クリック

（注）利用料が無料と表示されている
こともあります。


